
○反核医師の声（1）○ 

 

原発をなくす全国連絡会が東京で集会 

原発ゼロの実現を全ての政党へよびかけ 

 

東日本大震災、東京電

力福島第一原発事故か

ら７年を迎え、「原発を

なくす全国連絡会」は３

月４日、「原発ゼロの未

来へ 福島とともに 

全国集会」を東京・日比

谷野外音楽堂で開催し、

３０００人が集まった。

反核医師の会から川西

敏雄運営委員が参加し

た。同連絡会には保団連

も加盟、兵庫県保険医協

会も活動に協力してい

る。 

「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟（原自

連）」会長で、城南信用金庫顧問でもある吉原毅

氏がメインスピーチ。原自連が今年１月に提案

した、「原発ゼロ・自然エネルギー基本法案」に

ついて、「原発がなくなっても市民も企業も困ら

ない。困るのは原発に固執する一部の勢力だけ

であり、原発ゼロをめざすすべての政党と協力

して法案の成立を実現したい」と語った。 

福島の被災地からも１００人を超える参加者

が集まり、集会で発言。事故から７年が経過す

るが、復興にはほど遠い現状をそれぞれ語った。 

国会議員も集会に駆けつけ、日本共産党の志

位和夫委員長が連帯のあいさつを行なった。自

由党の山本太郎共同代表からメッセージが寄せ

られた。 

集会後、参加者は銀座までパレードを行い、

市民に原発のない日本を作ろうと訴えた。 
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○反核医師の声（2）○ 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟にご協力を！ 

「国は判決受け入れ、全面解決はかれ！」 

 ノーモア・ヒバクシャ訴訟は、今年 1月 16 日

の大阪高裁（控訴審）で、３名については控訴

棄却の不当判決（他の３名は地裁勝訴が確定）

が出され、最高裁に上告して闘っている。 

１月 23 日の大阪地裁判決は、放射線起因性を

明確に認定して、国の主張をしりぞけ勝訴。国

は控訴を見送り判決が確定した。つづく３月７

日、名古屋高裁（控訴審）でも敗訴判決を批判

し、これを認める逆転勝訴を勝ち取った。（国は

不当にも一人を上告）。さらに、３月 27 日の東

京高裁では、国側が５人もの医師・専門家を証

人に立て執拗に争ったが、６人の原告全員、国

の控訴棄却・全員勝訴の判決が言い渡された。

判決は、「申請疾病が発症する過程において、放

射線被曝と他の原因との共同関係があっても、

放射線によって申請疾病の発症が促進されたと

認められる場合には、放射線の影響がなくても

申請疾病が発症していたといえるような特段の

事情がない限り放射線起因性を肯定するのが相

当である」として国の主張を退けたのである。

さらに国が積極認定対象疾病とせず、放射線起

因性を争った脳梗塞・バセドウ病についても、

国の主張を完全に排斥し放射線起因性を肯定し

た完全勝利だった。国は、裁判をしなくても解

決するとの「確認書」の立場で原爆症認定問題

を抜本的に解決するべきである。 

５月 10 日の大阪地裁公判には、郷地秀夫反核

医師の会代表（東神戸診療所長）が証人として

法廷に立った。 

国は、あくまでも原爆症認定数を抑えようと、

専門家の意見書提出と証人申請を求め、申請疾

病を放射線以外の「他原因」とする論証などを

試みて抵抗しており、高齢で重い病気の被爆者

（原告）に過重な負担を強いる不当で非人間的

な裁判を続けている。これからの裁判でも、国

のかたくなな態度にきびしく反撃するためにも、

これからの裁判傍聴に全力をあげよう。  

 

ぜひ、裁判の傍聴にご参加ください。 

15 分ほど前に傍聴席を開場します。裁判所は、⼊場前に⼿荷物検査がありますので早⽬にお越し
ください。裁判所は、中之島公園北・⼤阪市役所北東です。 

 
【今後の大阪地裁での公判予定】 

⽉ ⽇ 時 間 法 廷 裁 判 種 類  
7 月 31 日（火） 13 時 10 分～ 地裁８０６号法廷 新・却下取消し 16・17 

８月 27 日（月） 15 時～ 地裁 1007 号法廷 新・却下取消し 13・18・20・23 次 

9 月 27 日（木） 13 時半～ 地裁８０６号法廷 新・却下取消し 21 次、結審 

 
詳細は、原爆症裁判⽀援ネット・兵庫（電話０７８−３４１−２８１８）まで 



○反核医師の声（3）○ 

福島原発事故・避難者を対象に健康診断 

いまだ残る健康不安

福島第一原発事故による県内への避難者を対

象とした健康診断が、２月 25 日に東灘区の東神

戸病院で実施され、福島県などから避難してき

た 10 家族 24 人（内、小児 11 人）が受診した。 

反核医師の会からは森岡芳雄・辻一城両先生が

参加し、小児科の診察を行うとともに、原発事

故からの長期間にわたる避難による健康への不

安や悩みについても聞き取った。 

この健診は民医連が、避難者に寄り添い、そ

の健康管理に寄与しようと、半年に一

度、実施しているもので、今回で 10 回

目を迎える。民医連からの協力要請を

受け、反核医師の会の会員が毎回、診

察に参加している。 

会場ではレクリエーションコーナー

を設ける、小児科健診をスタンプラリ

ー形式にする、避難生活での困りごと

などを弁護士に相談できるコーナーを

設けるなどの工夫がされた。 

健診内容は、問診、身体計測、診察、

血液検査、心電図、検尿、甲状腺エコ

ー。３月上旬頃に結果を送付し、４月

上旬には結果相談会が予定されている。 

 終了後のスタッフの感想交流では、「震災から

７年が経過し健康診断の受診者が減少している

が、自主避難の問題がある以上、これからも続

けていきたい」「原発事故によって家族がバラバ

ラになったことが、子どもの成長に影響しない

ように周囲からの見守りが大切だ」「原発事故後

に出生した子どもの受診もあり、被ばくに対す

る親御さんの不安な気持ちをうかがい知れた」

などの声が出された。 

ぜひ、ご参加ください！（案内詳細は、７面） 

 

 

 

 

避難者の診察をする辻一城先生 

市民公開講演会 

７／22（日）14：00～ 

兵庫県農業会館大ホール 

講師：古賀 誠 氏 

主催：兵庫県保険医協会 



○反核医師の声（4）○ 

関西電力神戸支社前行動 300 回 

原発ゼロ求め２５０人集結 
 

2012 年７月６日から毎週金曜日、関西電力神

戸支社前で市民が原発ゼロを訴えている「関西

電力神戸支社前行動」。300 回目を迎えた３月 30

日に、記念企画「第三百夜」が開催され、市民

250 人が参加した。原発をなくし自然エネルギー

を推進する兵庫の会など複数の団体が主催。反

核医師の会の住友直幹先生が同行動に６年前か

らほぼ毎週参加している。 

関西電力神戸支社前でのアピールでは、参加

者が「原発ゼロ・再生可能エネルギーの普及を

求める市民の運動は、昨年 12 月の広島高裁での

伊方原発の再稼働を差し止める仮処分決定や、

野党４党が衆議院に提出した『原発ゼロ基本法

案』に結実している。原発に頼らない社会をめ

ざし、皆で声を上げ続けよう」と訴えた。 

その後、参加者は「原発いらない」「大飯原発 

再稼働反対！」「すべての原発今すぐ廃炉」など

を訴えながら、三宮センター街をデモした。 

三宮マルイ前の集会では、300 回を振り返る動

画を鑑賞後、参加者それぞれが原発ゼロに向け

ての思いをスピーチ。最後に住友先生が関電神

戸支社前抗議行動で生まれた「戦争を知らない

子供たち」の替え歌を披露し、原発ゼロを訴え、

大きな注目を集めた。 

 

○保団連原発問題学習交流会 参加記 

福島に寄り添い、原発ゼロ実現へ 

運営委員 川西 敏雄（北区） 

 

保団連は４月 22 日、東京都内で第７回目となる原発問題学習交流会を開催した。全国の医師・歯科医

師ら 58 人が参加し、反核医師の会から加藤擁一・川西敏雄両運営委員、森岡芳雄先生が参加した。「生

業（なりわい）を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士が記念講演

を行った。川西運営委員の参加記を紹介する。 

  

記念講演では、馬奈木弁護士が、原発事故か

ら７年が経過し、国と東京電力の責任が忘れら

れつつあると語られました。生業訴訟の目的に 

 

ついて「原発事故の被害にあったすべての方が、

原発事故が起こる前ではなく、原発ができる前 

次ページへ続く 

替え歌を披露する住友先生（左端） 



○反核医師の声（5）○ 

前ページから続く 

の生活を取り戻すこと、そのための制度を作る

ことだ。直接原発事故を起こした東電に加え、

原発事業を推進し監督してきた国にも、しっか

りとした被害回復・賠償への制度作りを求めて

いる」と話されました。また、原告以外にも多

くの被害者がおり、その方々や次の世代のため

に裁判を行っていると説明されました。 

また馬奈木氏は、「今回の事故で福島県のみな

らず日本の広範囲が放射能汚染された。厳密に

規制すると本来なら居住できない地域に人が生

活している」と話されました。確かに、年間放

射線被爆量の限度について、ＩＣＲＰの基準は

１ｍＳｖですが、福島の放射線作業従事者の線

量限度は 100ｍＳｖ、一般の限度も 20ｍＳｖで

この数値は改善しなくてはいけないと思います。 

原発の安全性について、「再度の過酷事故があ

れば取り返しのつかないこととなる。国にとっ

て電気の供給は大切だが、原発を利用するのは

危険すぎる。いろいろな真実を知った以上知ら

ないふりはできない」と断言されたことが印象

に残っています。 

午後からは全国の保険医協会から活動報告が

あり、福島協会の松本純先生が、現地医師の視

点から、事故直後から現在に至るまでの経験や

現状、今後の課題などを報告されました。松本

先生が、「福島の痛恨の経験は無駄にしたくあり

ません。福島第二原発を含めて福島県内すべて

の原発の廃炉と自然エネルギーへの転換はオー

ル福島の願いです」と強調されました。原発事

故を風化させず、福島に寄り添い、運動を続け

ていく必要があると強く感じました。 

兵庫から森岡先生が活動報告をされました。

原発再稼働の動きに対する抗議声明や、関西電

力神戸支社前での抗議行動、東日本大震災の被

災地への訪問活動などが紹介されました。 

最後に、原発に関わる情勢ですが、青森県の

六ケ所再処理工場に 230 ㎥、茨城県の東海再処

理工場に 430 ㎥もの高レベル放射性廃液が貯蔵

されています。高レベル放射性廃液１㎥が核崩

壊熱による沸騰事故を起こすと、日本の広域が

非常に高濃度に汚染されることになります。各

地の原発には、使用済み核燃料も１万７千トン

もあり、処理の目途は立っていない上に原発再

稼働が始まっているのは許せません。 

また、日本政府・企業が進めてきたトルコへ

の原子力発電所の輸出について、総事業費が当

初の２・１超円から５兆円超に膨らんだことが

分かりました。これには廃炉費用などは含まれ

ておらず、新規原発は採算が取れないことは確

かです。 

スイスでは 2017 年に国民投票で脱原発を決定

しました。原発事故を起こした日本こそ原発ゼ

ロを決定すべきです。 

会場を埋め尽くす参加者 

引き続き、「ヒバクシャ国際署名」 

「安倍９条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名」 

２つの署名にご協力を!  
同封の受払返信封筒でご投稿ください。 



○反核医師の声（6）○ 

 



○反核医師の声（7）○ 

 

第 37 回反核医師の会 総会も開催します！ 

総会議事 ７月２２日（日）13：00～ 会場：兵庫県保険医協会会議室 

□ 参加します 

 

市民公開講演会「憲法９条は世界遺産」14：00～ 会場：兵庫県農業会館大ホール 

□ 参加します 

 

懇親会 16：30～ 会場：ニューミュンヘン倶楽部神戸元町店 

□ 参加します 

 

 

 

 

 



○反核医師の声（8）○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


